
災害拠点病院指定要件 改正（案） 

 

改正後 改正前 

 

（２）施設及び設備 

①医療関係 

ア．施設 

災害拠点病院として、下記の診療施設等を有すること。 

 （ア）、（イ） （略） 

（ウ） 通常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等

を保有し、３日分程度の備蓄燃料を確保しておくこ

と。なお、自家発電機等の燃料として都市ガスを使用

する場合は、非常時に切替え可能な他の電力系統等

を有しておくこと。また、平時より病院の基本的な機

能を維持するために必要な設備について、自家発電

機等から電源の確保が行われていることや、非常時

に使用可能なことを検証しておくこと。 

 

 

（エ）浸水想定区域（洪水・雨水出水・高潮）又は津波災

害警戒区域に所在する場合は、風水害が生じた際の

被災を軽減するため、止水板等の設置による止水対

策や自家発電機等の高所移設、排水ポンプ設置等に

よる浸水対策を講じること。 

（オ） 災害時に少なくとも３日分の病院の機能を維持す

るための水を確保すること。具体的には、少なくと

も３日分の容量の受水槽を保有しておくこと又は停

 

（２）施設及び設備 

①医療関係 

ア．施設 

災害拠点病院として、下記の診療施設等を有すること。 

 （ア）、（イ） （略） 

（ウ）通常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等

を保有し、３日分程度の備蓄燃料を確保しておくこ

と。なお、自家発電機等の燃料として都市ガスを使用

する場合は、非常時に切替え可能な他の電力系統等

を有しておくこと。また、平時より病院の基本的な機

能を維持するために必要な設備について、自家発電

機等から電源の確保が行われていることや、非常時

に使用可能なことを検証しておくこと。なお、自家発

電機等の設置場所については、地域のハザードマッ

プ等を参考にして検討することが望ましい。 

 

 

 

 

 

（エ）災害時に少なくとも３日分の病院の機能を維持す

るための水を確保すること。具体的には、少なくと

も３日分の容量の受水槽を保有しておくこと又は停
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電時にも使用可能な地下水利用のための設備（井戸

設備を含む。）を整備しておくことが望ましいこと。

ただし、必要に応じて優先的な給水協定の締結等に

より必要な水を確保することについても差し支えな

いこと。 

（３）（略） 

（４）その他 

災害拠点病院の指定に当たっては、都道府県医療審議会

等の承認を得ることとし、指定されたものについては医療

計画に記載すること。また、都道府県は指定した災害拠点病

院が要件に合致しているかどうかを毎年（原則として４月

１日時点）確認し、指定要件を満たさなくなった場合には指

定の解除を行うこと。なお、既に指定している災害拠点病院

であって、（２）①ア．（イ）、（エ）、（２）②ア．の要件を満

たしていないものについては当面の間、指定を継続するこ

とも可能とする。 

ただし、（２）①ア（イ）、（２）②アの要件を満たしてい

ないものについては、具体的な整備計画を都道府県に提出

するとともに、その内容について、厚生労働省に報告するこ

と。 

また、指定又は指定の解除を行った際には、その内容につ

いて厚生労働省に報告すること。 

なお、災害拠点病院は、厚生労働省及び都道府県の行う調

査に協力すること。 

電時にも使用可能な地下水利用のための設備（井戸

設備を含む。）を整備しておくことが望ましいこと。

ただし、必要に応じて優先的な給水協定の締結等に

より必要な水を確保することについても差し支えな

いこと。 

（３）（略） 

（４）その他 

災害拠点病院の指定に当たっては、都道府県医療審議会

等の承認を得ることとし、指定されたものについては医療

計画に記載すること。また、都道府県は指定した災害拠点病

院が要件に合致しているかどうかを毎年（原則として４月

１日時点）確認し、指定要件を満たさなくなった場合には指

定の解除を行うこと。なお、既に指定している災害拠点病院

であって、（２）①ウ.についての要件を満たしていないもの

については令和２年３月までに実施することを前提に、ま

た、（１）④（２）①ア．（イ）又は（２）②ア．の要件を満

たしていないものについては当面の間、指定を継続するこ

とも可能とする。 

 

 

指定又は指定の解除を行った際には、その内容について

厚生労働省に報告すること。 

なお、災害拠点病院は、厚生労働省及び都道府県の行う調

査に協力すること。 
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・前段は浸水対策についての経過措置（具体的な期限の設定なし）・後段は、診療機能（病棟や外来棟など）を有するすべての建物が耐震性を有すること及びヘリコプターの離着陸場を病院敷地内又は病院近接地に確保することについて、経過措置を設けつつ、今後の整備計画の提出を求めるもの




